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ファイターズ応援大使 連載企画　Vol.4
　今月は、応援大使選手の「ひととなり」が分かる『ここだけの話』
をご紹介いたします！
　また、７月に皆様からいただいた応援メッセージは、早速、選手
たちに届けました！連勝はメッセージのお陰かも!?
　占冠村応援大使　鶴岡 慎也選手の『ここだけの話』本連載企画
のためにプライベートのことなどについて答えてくれました。

忘れていませんか？自賠責保険・自賠責共済のご案内

気分を上げてくれるお勧めの曲

Phillip Phillips　「Gone, Gone, Gone」（登場曲）

試合前にすること（ルーティン）

守備位置に着くとき、下の土をレガースやプロテクターにつ
けること

自身の出身地（鹿児島県）でお勧めの場所

桜島

今、はまっている事・物

小学校1年生になる娘のテニスを見学すること

私の宝物

家族

応援メッセージのお陰！？
たくさんの応援メッセージありがとうございました！
　 ７ 月 に 皆 様 か ら い た だ い た 応 援 メ ッ セ ー ジ は 、
８月に開催した「北海道シリーズ2020 WE LOVE 
HOKKAIDO」の期間中に、選手ロッカー前に掲示を
いたしました。お陰様でシリーズ期間中12試合では、
８勝３敗１分けと大きく勝ち越すことができました！
　また、メッセージは、応援大使の選手はもちろん、
応援大使以外の選手の方々も嬉しそうに読んでいまし
た！たくさんのメッセージありがとうございました！
　占冠村応援大使は、鶴岡 慎也選手、堀 瑞輝選手です。
ご声援よろしくお願いします！
※画像は選手会長の中島選手です

　交通事故は車社会の負の部分であり、被害者と加
害者の双方に悲惨な結果をもたらすものです。
　自賠責保険・共済は、すべての車・バイク1台毎
に加入が義務付けられており、加害者の賠償責任を
担保することで、被害者の基本的な賠償を保障する
制度であり、被害者の救済を目的としています。
　自賠責保険・共済は、原動機付自転車を含むすべ
ての自動車に加入が義務付けられています。
　自賠責保険・共済なしで運行することは、法令違
反となりますので、ご注意ください。

　国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様に、
社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。 
　税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味方となる制度です。
保険料は納め忘れのないようキチンと納めましょう。 

年金生活者支援給付金制度について

控除の対象は？

　控除の対象となるのは、令和２年１月から令和２年
12月までに納められた保険料の全額です。過去の年
度分や追納された保険料も含まれます。 
　また、ご自身の保険料だけではなく、ご家族（配偶
者やお子様など）の負担すべき国民年金保険料を支払
っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられ
ます。 

　本年中に納付した国民年金保険料について、社会
保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告
を行うときに、領収証書など保険料を支払ったこと
を証明する書類の添付が必要となります。 
　このため、令和２年１月１日から令和２年９月
30日までの間に国民年金保険料を納付された方に
は、11月上旬に日本年金機構から「社会保険料（国
民年金保険料）控除証明書」が送られる予定ですの
で、申告書の提出の際には必ずこの証明書または領
収証書を添付してください。（９月下旬から10月上
旬にかけてコンビニエンスストアで国民年金保険料
を納付された一部の方は、11月中旬頃送られる予
定です。） 
　また、令和２年10月１日から12月31日までの間
に、今年はじめて国民年金保険料を納められた方へ
は、翌年の２月上旬に送られる予定です。 

用意するもの

　年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するた
めに、年金に上乗せして支給されるものです。
　年金生活者支援給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。原則、お手続きい
ただいた翌月分から支給の対象となりますので、速やかな請求手続きをお願いします。
　ご案内や事務手続きは、日本年金機構（年金事務所）が実施します。請求についてご不明な点がありました
ら、ねんきんダイヤル（☎0570-05-1165）または、旭川年金事務所（☎0166-72-5002）までご相談ください。
対象となる方は？

⃝老齢基礎年金を受給している方
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
・同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
・前年の公的年金等の収入金額（※１）とその他の
　所得との合計額が879,900円以下である。
※１…障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

⃝障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
以下の要件を満たしている必要があります。
・障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者である。
・前年の所得（※２）が4,621,000円（※３）以下である。
※２…障害年金・遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用

いる所得には含まれません。
※３…扶養親族の数に応じて増額。

請求手続き
○既に年金を受給していて、今年度新たに年金生活

者支援給付金の支給対象となる人
新たに支給対象となる方には、日本年金機構から
請求手続きのご案内が順次届きます。はがき形式
の「年金生活者支援給付金請求書」を記入し提出
してください。

○既に年金生活者支援給付金を受給している方
　年金生活者支援給付金を受け取っている方で引き

続き支給要件を満たしている場合、翌年以降のお
手続きは原則不要です。

○これから年金を受給される方
年金の裁定請求手続きとあわせて、年金生活者支
援給付金の認定請求の手続きを行ってください。

問　住民課戸籍担当　☎　56-2123

納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除対象となります
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